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平成18年10月１日 発行 第９号 

平成18年４月１日 現在 

組合員数：９，２１８名 

受益面積：３，５４８ha. 

 

 

 組合員の皆様におかれましては、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 最近の農業情勢は輸入農産物の増加、農産物価格の低迷、また、担い手の減少と農業従事者の高齢化、遊休農地

の増加など厳しい現実にさらされております。この様な状況の下、我々は限られた量の水を受益者相互の信頼のも

とにいかに効率よく平等に利用するか大きな課題であります。この様な状況ですが、最近の当改良区が抱えている

諸問題について、皆様にお伝えしておきたいと思います。 

 本年２月の１ケ月間、国営事業に伴う川口取水工水門工事のため止水しました。この対応として、受益者皆さん

のご理解ご協力をはじめ、川口予備取水工からの仮設ポンプによる取水、ため池等の利用により対応させていただ

きました。この間適度な降雨にも恵まれこの難局も切り抜けることができました。これも受益者皆さんのご協力の

おかげでございます。ありがとうございました。 

 平成17年度から大井川右岸土地改良区の受益地にかかる賦課金直接徴収の状況ですが、賦課義務者8,543名、調定

額37,779,210円に対し、徴収率が99.60％となっております。我々としては全員の方に賦課金を納入いただけるよう、

職員も努力してまいります。 

 国営事業の管理棟と併せて計画している大井川右岸土地改良区事務所は、東名菊川インター西側付近に菊川市の

協力を得るなか、平成18年度用地買収と同年度後期には建物の建設も計画されております。 

 平成14年８月18日から平成18年８月17日までの任期である総代選挙を、当改良区所 

在地の菊川市選挙管理委員会に依頼し、実施されました。新しい総代の任期は平成18 

年８月18日から平成22年８月17日までとなります。よろしくお願いいたします。 

 平成18年度から東遠工業用水道企業団設立協議会が立ち上がり、平成19年４月から 

の工業用水供給開始に向けて進められておりますが、大井川右岸土地改良区管理の施 

設を使用する計画ですので、当改良区として農業用水の目的から逸脱することなく、 

受益者の皆さんに支障のない給水の配慮をしなければならないと考えております。 

 最後に皆様のご理解とご協力をお願いしまして、ご挨拶とさせていただきます。 

（平成18年３月29日 第63回通常総代会 挨拶抜粋） 

 

 

 平成17年度通常総代会が、平成18年３月29日、菊川市中央公民館において開催されました。議決議案の「平成16年 

度事業報告」ほか、29件が上程され全議案いずれも原案どおり可決されました。 

○功労者表彰 

 当改良区の発展に多大な功績を残され、ご尽力を賜りましたお方に、その功績を称え総代会において表彰いたし 

ました。 

功労者 榛村 純一 様 （掛川市） 

    昭和52年９月10日から平成17年５月16日まで副理事長を歴任 

功労者 清水 録朗 様 （掛川市） 

    昭和63年５月11日から平成４年５月７日まで理事を歴任 

    平成９年５月８日から平成10年５月７日まで理事を歴任 

    平成11年12月22日から監事を歴任、現在に至る 

 

 

○賦課金とは？ 

 毎年４月１日現在の大井川用水受益地（田んぼ及び畑等）面積に応じてご負担いただくものです。用水の利用や 

 休耕及び転作等に係らず、受益地面積に対して掛かります。 

○賦課金の用途は？ 

 当土地改良区の運営費として使用し、用水路の整備や補修、維持管理、償還等に充てられます。 

○賦課金の単価は？ 

 賦課面積の10ａ当たり1,200円（㎡当たり1.2円）となります。（第63回総代会により議決いただいております。） 

※本年度の納入期日は、10月31日（火）となります。期日までの納入をお願いいたします。 

（１） 

理事長 黒田 淳之助 あいさつ 

第63回 通常総代会報告 

賦課金納入について 
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○平成16年度 工事実施状況一覧表（県単独事業・適正化事業） 

県 営 曽 我 用 水

（ 掛 川 市 細 田 ）

国 営 菊 川 左 岸 幹 線

（ 菊 川 市 半 済 他 ）

県 営 千 浜 揚 水 機 場

（ 掛 川 市 千 浜 ）

適 正 化 事 業 （ 28 期 生 ） 県 営 平 田 用 水

平 成 16 年 度 ～ 平 成 20 年 度 （ 菊 川 市 下 平 川 ）

合 計

漏水補修 漏水補修　541m.

小 計

適 正 化 事 業 （ 26 期 生 ） 防護柵整備補修 ネットフェンス　L=210m.

平 成 14 年 度 ～ 平 成 18 年 度 揚水施設整備補修 電動吐出弁　Ф350mm.×２台

県 単 独 事 業 農 村 整 備 事 業 逆川サイフォン根固工 根固工　250m.

小 計

備 考事 業 名 施 設 （ 地 区 名 ） 工 事 内 容

 
○工事実施状況 適正化事業（26期生） 県営千浜揚水機場 「揚水施設整備補修」 

 

 《施行前》                   《施行後》   

 

 

 

 

 

 

○平成16年度 工事実施状況（管理体制・整備補修費） 

 国本用水（袋井市広岡）頭首工河川応急助成他33箇所の補修工事等を改良区単独事業で行いました。 

 

 

○平成16年度 一般会計歳入歳出決算 

単位：円 単位：円

款 項 目 予 算 額 収 入 済 額 款 項 目 予 算 額 支 出 済 額

1 組 合 費 42,576,000 42,576,000 1 事 務 費 66,844,000 65,423,066

2 分 担 金 67,217,000 67,217,000 2 維 持 管 理 費 45,512,000 44,441,911

3 補 助 金 10,378,000 10,378,000 3 事 業 費 21,630,000 21,627,900

4 交 付 金 12,150,000 12,150,000 4 分担金及び負担金 61,810,000 61,569,496

5 委 託 金 660,000 660,000 5 諸 費 7,804,000 7,673,441

6 借 入 金 1,000 0 6 予 備 費 1,697,000 0

7 雑 収 入 69,398,000 70,330,982

8 繰 越 金 2,917,000 2,917,716

205,297,000 206,229,698 205,297,000 200,735,814歳 入 合 計 歳 出 合 計

歳 入 歳 出

 

  歳入決算額 206,229,698円  歳出決算額 200,735,814円  差引残高 5,493,884円（平成17年度へ繰越） 

○平成16年度 特別会計歳入歳出決算 

 ①非常対策基金積立金 

  歳入決算額  26,306,228円  歳出決算額      0 円  差引残高 26,306,228円（平成17年度へ繰越） 

 ②事務所建設基金積立金 

  歳入決算額  60,327,626円  歳出決算額      0 円  差引残高 60,327,626円（平成17年度へ繰越） 

 ③借入金償還積立金 

  歳入決算額  16,961,565円  歳出決算額    1,000円  差引残高 16,960,565円（平成17年度へ繰越） 

 ④役員退任慰労金及び職員退職金積立金 

  歳入決算額  21,687,402円  歳出決算額  1,295,792円  差引残高 20,391,610円（平成17年度へ繰越） 

※平成 17年度決算は、今年度の総代会にて議決いただきますので、前々年度決算を記載してあります。 

（２） 

平成16年度 事業実績報告 

平成16年度 一般会計及び特別会計歳入歳出決算報告 
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○平成18年度 工事実施計画一覧表（県単独事業・適正化事業） 

国 営 菊 川 幹 線 連 絡 水 路

（ 菊 川 市 富 田 ）

適 正 化 事 業 （ 27 期 生 ） 県 営 曽 我 用 水

平 成 15 年 度 ～ 平 成 19 年 度 （ 掛 川 市 大 池 ）

適 正 化 事 業 （ 29 期 生 ） 国 営 菊 川 右 岸 幹 線

平 成 17 年 度 ～ 平 成 21 年 度 （ 掛 川 市 大 渕 ）

県 営 加 茂 用 水

（ 菊 川 市 柳 ）

県 営 菊 川 右 岸 幹 線

（ 掛 川 市 大 渕 ）

除塵施設整備補修

農 地 等 高 度 利 用 促 進 事 業 安全施設（防護柵）設置

平 成 18 年 度 ～ 平 成 22 年 度 用水路漏水補修

適 正 化 事 業 （ 30 期 生 ） 用水路漏水補修、用水路改修

事 業 名 施 設 （ 地 区 名 ） 工 事 内 容

用水路漏水補修

 

 

 

○平成18年度 一般会計歳入歳出予算 

単位：円 単位：円

款 項 目 本年度予算額 前年度予算額 款 項 目 本年度予算額 前年度予算額

1 組 合 費 37,792,000 37,939,000 1 事 務 費 73,220,000 80,641,000

2 分 担 金 81,679,000 82,609,000 2 維 持 管 理 費 47,386,000 43,344,000

3 補 助 金 11,690,000 8,940,000 3 事 業 費 19,840,000 12,330,000

4 交 付 金 13,320,000 9,450,000 4 分担金及び負担金 11,911,000 7,530,000

5 委 託 金 710,000 660,000 5 諸 費 13,500,000 11,000,000

6 借 入 金 1,000 1,000 6 予 備 費 1,117,000 1,295,000

7 雑 収 入 2,904,000 2,903,000

8 施設使用料及び管理費 17,878,000 12,638,000

9 繰 越 金 1,000,000 1,000,000

166,974,000 156,140,000 166,974,000 156,140,000歳 入 合 計 歳 出 合 計

歳 入 歳 出

 

○特別会計歳入歳出予算 

 ①非常対策基金積立金 

  歳入予算額  1,001,000円  歳出予算額  1,001,000円  歳入歳出差引残高 なし 

 ②事務所建設基金積立金 

  歳入予算額 47,501,000円  歳出予算額 47,501,000円  歳入歳出差引残高 なし 

 ③借入金償還積立金 

  歳入予算額  2,001,000円  歳出予算額  2,001,000円  歳入歳出差引残高 なし 

 ④役員退任慰労金及び職員退職金積立金 

  歳入予算額  1,001,000円  歳出予算額  1,001,000円  歳入歳出差引残高 なし 

 

 

 新しい大井川水路橋は工事着手から既に４年が経過し、今年の８月には橋梁上部工を築造する移動架設桁の先端 

が右岸側に到達し、最後のコンクリート工事に取りかかっており、11月には上部工工事を完了、12月には移動架設 

桁の撤去を行い、最後の周辺整備等を行ないます。 

 平成14年９月に着工してから４年６カ月の歳月をかけた大井川水路橋の工事も平成19年３月末には全て完成する 

予定です。なお、平成19年度には取付道路工事を行い、上部の通行が可能になります。また、用水の切替は平成19 

年10月頃を予定しております。 

 工事概要 

  上部工 形 式：11径間 PC連続箱桁橋（フィンバック形式） 

      橋 長：732.2m. 

      有 効 幅 員：  4.3m. 

      標準スパン： 70.0m. 

  下部工 橋 台：２基 

      橋 脚：10基 

（３） 

平成18年度 一般会計及び特別会計歳入歳出予算報告 

平成18年度 事業実施計画 

大井川水路橋建設工事進捗状況 



平成18年10月１日 発行 水土里ネット大井川右岸だより 第９号 

 

 

○総代名簿 

 任期 平成 18年８月 18日から平成 22年８月 17日まで（４年間） 

 定数 ６０名 

 第一選挙区（菊川市） 

 内田猪平（西方）、田島良彦（本所）、大橋治良（下内田）、渋谷勝宏（西横地）、山﨑金一（中内田）、山下進（加茂）、 

 岩澤元英（倉沢）、織部享志（加茂）、川中正明（東横地）、榊原一義（中内田）、松下孝平（上平川）、黒田茂（下平川）、 

 鈴木義司（嶺田）、稲垣澄男（嶺田）、澤島昭平（河東）、嶺野孝治（高橋）、外岡隆（目木） 

 第二選挙区（掛川市） 

 落合隆（大池）、柴田茂夫（成滝）、渥美浩一（上内田）、榛葉金一郎（水垂）、橋本勝義（平野）、大庭敏彦（岡津）、 

 掛下德一（下垂木）、伊藤安秀（富部）、岡田由郎（八坂）、長谷川定男（吉岡）、萩田直美（各和）、伊藤浩之（上西郷）、 

 藤原勇（千浜）、赤堀正（千浜）、岩瀬敏（国包）、赤堀末男（千浜）、岡本正己（浜川新田）、鈴木延行（浜野）、 

 鈴木恭生（大坂）、柴田利春（大坂）、鈴木政司（大坂）、堀川勲（下土方）、岡本充生（高瀬）、㈲佐束ファーム（岩滑）、 

 渡邊隆治（中）、西郷重雄（中）、大場猛雄（沖之須）、大石克己（大渕）、鈴木宏昌（西大渕）、服部諭（山崎）、 

 伊藤衛（大渕）、加藤薫（山崎）、戸塚利弘（山崎） 

 第三選挙区（御前崎市） 

 大石正美（門屋）、野川年清（池新田）、二俣敏雄（合戸）、増田喜美雄（新野）、長尾隆（池新田） 

 第四選挙区（袋井市） 

 久野國雄（国本）、清水善太郎（国本）、羽蚋義一（村松）、塚﨑功（山崎）、窪野正雪（愛野） 

 

 

○組合員・耕作者・賦課義務者に変更があった時 

 組合員資格に変更を生じた場合は、土地改良法第43条の規程により、「組合員資格得喪通知書」を速やかに当土地 

 改良区に提出することになっております。この手続きを怠ると、賦課金等が変更前の組合員に賦課されることと 

 なります。主に下記の場合届出が必要となります。このような時は、当土地改良区へご連絡ください。 

 ①農業者年金受給のため、経営移譲をした時 

 ②農地の売買・贈与・賃貸借・交換等で所有者が変更となった時 

 ③相続及び組合員の死亡、組合員の住所を変更した時 

 ④指定口座の閉鎖、賦課義務者が変更となった時 

○受益地を農地転用する時、公共事業による買収があった時 

 受益地を転用及び地区除外することにより、全体の受益地が減少し、維持管理に必要な各組合員の賦課金の負担 

 が大きくなります。このため土地改良法第42条の規程により、転用及び地区除外される面積に応じて、決済金を 

 お支払いいただきます。この手続きを怠ると、賦課面積が変更されず、翌年度も賦課させていただきます。主に 

 下記の場合届出が必要となります。このような時は、当土地改良区へご連絡ください。 

 ①受益地を宅地等の農地以外に変更する時 

 ②受益地の田んぼを埋め立て、野菜畑等に変更する時 

 ③国・県・市等の公共事業用地として買収される時 

 ※平成 18年度転用決済金は、１㎡当たり129円となります。（第 63 回総代会により議決いただいております。） 

 

 

 

 水土里ネット大井川右岸（大井川右岸土地改良区） 

 〒439-0018 静岡県菊川市本所１１７６番地の２ 

 電 話 ０５３７－３５－２４１３ 

 ＦＡＸ ０５３７－３５－８１００ 

 E-mail o-ugan@ooigawaugan.jp 

 ホームページ http://www.ooigawa-yousui.com/ 

 

      大井川用水は農業用水だけでなく、地域の水としての役割 

      を持っています。当土地改良区では、大井川用水を知って 

      もらうため施設見学を行なっております。ご希望の学校や 

      自治会、部農会等ありましたらご連絡ください。 

（４） 

こんな時には申請及び届出を忘れずに！ 

お問合せ・ご連絡先 

総代が改選されました。 



 


